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〇
経
済
産
業
省
令
第
七
十
号 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
に
基
づ
き
、
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

 
 

 
 

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

（
表
示
の
方
式
） 

第
七
条 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
表
示
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
容
器
を
譲
渡
す
る
こ

（
表
示
の
方
式
） 

第
七
条 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
表
示
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
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と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
け
る
容
器
の
製
造

又
は
輸
入
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
器
の
所
有
者
（

当
該
容
器
の
管
理
業
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
容
器
の
所
有
者
又
は
当
該
管
理
業
務
受
託
者
）
の

氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
票
紙

で
あ
っ
て
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
貼
付
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
容
器
に
あ

っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
け
る
容
器
の
製
造

又
は
輸
入
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
器
の
所
有
者
（

当
該
容
器
の
管
理
業
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
容
器
の
所
有
者
又
は
当
該
管
理
業
務
受
託
者
）
の

氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
票
紙

で
あ
っ
て
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
貼
付
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
容
器
に
あ

っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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イ 

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
容
器
で

あ
っ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
の
自
動
車

検
査
証
（
以
下
単
に
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。

）
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
三
条
の
二

第
三
項
の
軽
自
動
車
届
出
済
証
又
は
道
路
運
送
車
両

法
第
三
十
三
条
の
譲
渡
証
明
書
そ
の
他
適
当
な
書
類

に
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
の
所

有
者
又
は
譲
受
人
と
容
器
の
所
有
者
が
同
一
で
あ
る

も
の 

ロ 

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
固
定
さ
れ
て
い
な
い

容
器
で
あ
っ
て
、
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か

イ 

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
で
あ

っ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
に
定
め
る
自

動
車
検
査
証
（
以
下
単
に
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い

う
。
）
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
三
条

の
二
第
三
項
に
定
め
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
又
は
道

路
運
送
車
両
法
第
三
十
三
条
に
定
め
る
譲
渡
証
明
書

そ
の
他
適
当
な
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
又

は
二
輪
自
動
車
の
所
有
者
又
は
譲
受
人
と
容
器
の
所

有
者
が
同
一
で
あ
る
も
の 

ロ 

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
て
い
な
い
容

器
で
あ
っ
て
、
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
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じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該
容
器
を
自
動

車
若
し
く
は
二
輪
自
動
車
に
固
定
す
る
者
又
は
当
該

容
器
の
譲
渡
の
み
を
行
う
者
が
所
有
す
る
も
の 

二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
表
示
の
方
式
に
つ
い

て
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
経
済

産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
方
式
に
従
っ
て
法
第
四
十
六

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
表
示
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

め
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該
容
器
を
自
動
車

若
し
く
は
二
輪
自
動
車
に
装
着
す
る
者
又
は
当
該
容

器
の
譲
渡
の
み
を
行
う
者
が
所
有
す
る
も
の 

二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

表
示
の
方
式
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け

た
場
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
経
済

産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
方
式
に
従
っ
て
法
第
四
十
六

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
表
示
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
容
器
再
検
査
の
期
間
） 
（
容
器
再
検
査
の
期
間
） 
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第
十
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
第

五
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
圧
縮
水

素
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す
る
国

際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際

相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
国
際

相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
が
最

初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規

則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
第
六
条
の
十
六

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情
報
等

第
十
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
第

五
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
圧
縮
水

素
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す
る
国

際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際

相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
国
際

相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
が
最

初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規

則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
第
六
条
の
十
六

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情
報
等
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通
知
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に

記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
を
も
っ

て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
期
間
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

４ 

（
略
） 

 

通
知
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に

記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
を
も
っ

て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
期
間
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

４ 

（
略
） 

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高

圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力
の
大
き
さ
別
の
規
格
の
う
ち
、

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高

圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力
の
大
き
さ
別
の
規
格
の
う
ち
、
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国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 
（
略
） 

三 

容
器
は
、
容
器
ご
と
に
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
行
う
断
熱
性
能
試
験
又
は
保
冷
性
能
試
験

に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

容
器
は
、
容
器
ご
と
に
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
行
う
断
熱
性
能
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

四 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

（
附
属
品
再
検
査
の
期
間
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

（
附
属
品
再
検
査
の
期
間
） 

第
十
八
条 

（
略
） 
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２ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
第
五

号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
圧
縮
水
素

、
圧
縮
天
然
ガ
ス
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す
る
国
際

相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
相

互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
国
際
相

互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置

さ
れ
て
い
る
附
属
品
が
最
初
に
受
け
る
附
属
品
再
検
査
に

つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
第
六
条
の
十
六
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又

は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

交
付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
第
五

号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
圧
縮
水
素

、
圧
縮
天
然
ガ
ス
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す
る
国
際

相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
相

互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
国
際
相

互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置

さ
れ
て
い
る
附
属
品
が
最
初
に
受
け
る
附
属
品
再
検
査
に

つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
第
六
条
の
十
六
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又

は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

交
付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
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た
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
を
も
っ
て
法
第
四

十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

（
略
） 

 

た
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
を
も
っ
て
法
第
四

十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

（
略
） 

（
検
査
設
備
の
基
準
） 

第
二
十
四
条 

法
第
五
十
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

一 

容
器
の
再
検
査
を
す
る
容
器
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
検
査
設
備
を
備
え
る
こ
と
。 

イ
～
ニ 

（
略
） 

（
検
査
設
備
の
基
準
） 

第
二
十
四
条 

法
第
五
十
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

一 

容
器
の
再
検
査
を
す
る
容
器
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
検
査
設
備
を
備
え
る
こ
と
。 

イ
～
ニ 

（
略
） 
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ホ 

断
熱
性
能
試
験
又
は
保
冷
性
能
試
験
の
た
め
の
設

備
（
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
を
再
検
査
す
る
容
器
検
査
所
に
係
る
も
の

に
限
る
。
） 

二
・
三 

（
略
） 

 

ホ 

断
熱
性
能
試
験
の
た
め
の
設
備
（
国
際
相
互
承
認

液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
を
再
検
査

す
る
容
器
検
査
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 二
・
三 

（
略
） 

（
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
の
刻
印
等
） 

第
二
十
七
条 

法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
刻
印

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
六
条
又
は
第
五
十
三
条
第
一

項
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
刻
印
を
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
動
車
に
固

（
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
の
刻
印
等
） 

第
二
十
七
条 

法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
刻

印
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
六
条
又
は
第
五
十
三
条
第
一

項
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
刻

印
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
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定
さ
れ
た
状
態
で
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

次
項
に
規
定
す
る
方
式
に
従
っ
て
行
う
標
章
の
掲
示
を
も

っ
て
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
刻
印
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
標
章
を
掲
示
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
証
票
を
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
貼
付
す
る
も
の
と

す
る
。 

３ 

（
略
） 

 
状
態
で
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
次
項
に
規

定
す
る
方
式
に
従
っ
て
行
う
標
章
の
掲
示
を
も
っ
て
法
第

四
十
九
条
第
三
項
の
刻
印
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
標
章
を
掲
示

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
証
票
を

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
貼
付
す
る
も
の

と
す
る
。 

３ 

（
略
） 
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（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
） 

第
二
十
八
条 

法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
実
施
者
の
名
称
の
符

号
及
び
附
属
品
再
検
査
の
年
月
を
第
十
二
条
又
は
第
五
十

九
条
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
刻
印
を
す
る
方
式
に
従
っ
て

刻
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
刻
印
を
す
る

こ
と
が
適
当
で
な
い
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大

臣
が
定
め
る
方
式
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

（
略
） 

 
（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
） 

第
二
十
八
条 

法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

、
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
実
施
者
の
名
称
の

符
号
及
び
附
属
品
再
検
査
の
年
月
を
第
十
二
条
又
は
第
五

十
九
条
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
刻
印
す
る
方
式
に
従
っ
て

刻
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
刻
印
す
る
こ

と
が
適
当
で
な
い
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣

が
定
め
る
方
式
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

。 

２ 

（
略
） 
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（
登
録
の
申
請
） 

第
三
十
一
条 

法
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
等
製
造
業
者
は
、

様
式
第
七
に
よ
る
登
録
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
（
容
器

又
は
附
属
品
を
製
造
す
る
工
場
又
は
事
業
場
が
一
の
産
業

保
安
監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
設
置
さ
れ
て
い
る
容

器
等
製
造
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
工
場
又
は
事
業
場
を

管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
十

九
条
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
、
第
四
十
八

条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
六
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
登
録
の
申
請
） 

第
三
十
一
条 

法
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

、
同
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
等
製
造
業
者
は

、
様
式
第
七
に
よ
る
登
録
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
（
容

器
又
は
附
属
品
を
製
造
す
る
工
場
又
は
事
業
場
が
一
の
産

業
保
安
監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
設
置
さ
れ
て
い
る

容
器
等
製
造
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
工
場
又
は
事
業
場

を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
。
以
下
こ
の
条
、
第
三

十
九
条
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
、
第
四
十

八
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
六
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

14 

２
～
５ 

（
略
） 

 

２
～
５ 

（
略
） 

（
容
器
の
型
式
承
認
の
申
請
） 

第
四
十
八
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
容
器

の
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
二

の
容
器
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
容
器
の
型
式
承
認
の
申
請
） 

第
四
十
八
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
容

器
の
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十

二
の
容
器
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
登
録
容
器
製
造
業
者
及
び
外
国
登
録
容
器
製
造
業
者
が

行
う
刻
印
等
の
方
式
） 

（
登
録
容
器
製
造
業
者
及
び
外
国
登
録
容
器
製
造
業
者
が

行
う
刻
印
等
の
方
式
） 
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第
五
十
三
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
（
法
第
四

十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
協

定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

る
方
式
に
従
っ
て
刻
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第
二
項
（
法
第
四
十
九
条
の

三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
標
章
の
掲
示
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
協
定

規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る

方
式
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
十
三
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
（
法
第
四

十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定

め
る
方
式
に
従
っ
て
刻
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第
二
項
（
法
第
四
十
九
条
の

三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
、
標
章
の
掲
示
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
協

定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

る
方
式
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
附
属
品
の
型
式
承
認
の
申
請
） 

第
五
十
四
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
附
属

品
の
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十

五
の
附
属
品
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
附
属
品
の
型
式
承
認
の
申
請
） 

第
五
十
四
条 

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
附

属
品
の
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二

十
五
の
附
属
品
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
十
条 

（
略
） 

２ 

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
容
器
製
造
業
者
及

び
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
前
項
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
又
は
附
属
品
ご
と
に
備
え

第
六
十
条 

（
略
） 

２ 

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
容
器
製
造
業
者

及
び
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
前
項
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
又
は
附
属
品
ご
と
に
備
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、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一
・
二 
（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

え
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

 
 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


